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■損益分岐点とは？
　売上高と総費用の額がちょうど等しくなる点
（売上高）で利益がゼロになるポイントです。
つまり、その点以下の売上高では赤字が発生し、
その点を超える売上高を計上してはじめて黒字
となります。
　損益分岐点は、その売上高により最終的に黒
字となるか赤字となるかを分析するための手法
で、これを使うことで「どの程度の売上高にな
れば黒字になるのか」、「利益目標を達成するた
めに必要な売上高」や「どの部分に経費がかさ
んでいるのか」などを把握することができるよ
うになります。

■費用の分解
　損益分岐点分析では、自社で発生している総
費用を「固定費」と「変動費」に分けることが
必要となります。
　決算書では、費用を固定費・変動費に分ける
ことはありませんが、収益性を見極め、利益
をコントロールするための損益分岐点分析で
は、自社の全ての費用を「固定費」と「変動費」
に分解する必要があります。
（1）固定費とは？
　固定費とは、売上高（生産量）に関わらず
固定的に発生する費用のことです。

（2）変動費とは？
　変動費とは、売上高の増減に比例して変わ
る費用のことです。

　決算書では「固定費」と「変動費」に区分し
て計上されていませんので、自社の実状に応じ
て決算書の各費用を区分する必要があります。
一般的には次の図のように区分されます。

基礎からの損益分岐点（１）

(鶴巻博行公認会計士・税理士事務所)

中小企業の多くは、同じような悩みを抱えています。「目標利益のためにどれだけ売上を伸ばせばいい
のか分からない」、「売上が増えたのに利益が思ったより伸びない」、「コスト削減をしたいけど、どこ
から手をつければ効果的なのか分からない」などです。これらは、自社の費用と利益の構造を把握で
きていないという、共通の原因から発生しています。これらの構造を把握する手段が「損益分岐点分析」
であり、今号よりその基礎について解説します。

■損益分岐点となる売上高の計算
　「変動費」は売上高に比例して増減するため、
自社の「変動費÷売上高」は概ね一定となり、
これを「変動費率」といいます。
自社の総費用は、分解すると
　総費用＝変動費＋固定費
　総費用＝売上高×変動費率＋固定費
　となります。
　損益分岐点では利益がゼロ、すなわち、総費
用と売上高が等しくなりますので、
　売上高＝総費用
　売上高＝売上高×変動比率＋固定費…①
　となり、①から損益分岐点となる売上高は、
　　損益分岐点売上高＝固定費÷（1－変動比率）　
　と計算することができます。
　このように、自社の売上高に占める変動費の
割合（変動費率）と固定費の額が分かれば、黒
字と赤字の転換点となる売上高、すなわち損益
分岐点売上高を知ることができます。
　　
　次号では、具体例や損益分岐点の活用方法に
ついて解説します。

総 費 用
変動費 固定費

・材料費
・外注加工費
・商品仕入
・運賃
・工場消耗品

など

・人件費
・リース料
・地代家賃
・水道光熱費
・租税公課
・交際費
・保険料
・減価償却費
・支払利息

など
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（２）運用益も非課税
通常、金融商品の運用益には、税金がかかりま

すが、個人型ＤＣの運用益は非課税※3です。
※ 3　積立金には別途1.173％の特別法人税がかかりま

すが、現在まで課税が凍結されています。

（３）受け取り時の税制優遇措置
老齢給付金を一時金として受け取る場合は、「退

職所得控除」、年金として受け取る場合は、「公的
年金等控除」という大きな控除が受けられます。

4．「個人型ＤＣ」の給付
（１）給付の種類
以下の給付を受けることができます。
老齢給付金 障害給付金 死亡一時金

5年以上20年以内の有期年金※4

（終身年金を取り扱っている運営管理機関もあり） 一時金

※ 4　年金の全部または一部を、一時金として受け取
ることも可能

（２）老齢給付金の支給年齢
老齢給付金の受給開始年齢は、加入期間によっ

て異なります。
加入期間 老齢給付金受給年齢

10年以上 60歳
8 年以上10年未満 61歳
6 年以上 8 年未満 62歳
4 年以上 6 年未満 63歳
2 年以上 4 年未満 64歳
1 年以上 2 年未満 65歳

5．最後に
個人型ＤＣは、老後の生活資金として様々な優

遇措置があり、運用によっては受け取る年金額が
増える魅力的な制度ですが、運用リスクを個人が
負う、口座管理費などの手数料の発生、60歳前
の引き出しができないなどの注意すべき点もあり
ますので、加入前に、あらかじめ制度の内容や運
用商品の内容を理解しておくことが大切です。

1．「確定拠出年金（ＤＣ）」とは
「確定拠出年金（以下ＤＣ）」は、公的年金に上
乗せして給付を受ける私的年金のひとつです。基
礎年金、厚生年金保険と組み合わせることで、よ
り豊かな老後生活を実現することが可能となりま
す。
ＤＣの仕組みは、掛金を定めて事業主や加入者
が拠出したものを、加入者自らが運用し、掛金と
運用益の合計額をもとに将来の給付額が決定され
るというもので、企業が実施する「企業型ＤＣ」と、
個人で加入する「個人型ＤＣ」があります。

2．「個人型ＤＣ」とは
個人型ＤＣの加入者は、これまで自営業者の方
などに限られていましたが、平成29年1月からは、
企業年金などに加入している方や、公務員、専業
主婦の方を含め、基本的にすべての方が加入でき
るようになります。加えて、転職したときなどの
積立資産の持ち運び（ポータビリティ）も拡充し、
より使いやすい仕組みになります。
また、個人型ＤＣの普及促進のための愛称が、
英文表記の一部を使った「iDeCo（イデコ）」に
決まりました。

現　　在 平成29年から新たに加入できる方

企業年金等に加
入していない方 自営業者等

企業年金等に加
入している方や
公務員等

専業主婦

（
拠
出
限
度
額
）

年額27万6千円 年額81万6千円
年額24万円※1

または
年額14万4千円※2

年額27万6千円

※1　企業型ＤＣにのみ加入している方の額
※2　企業型ＤＣにのみ加入している方以外の方の額

3．「個人型ＤＣ」のメリット
（１）掛金が全額所得控除
毎月の掛金が全額所得控除の対象となります。

例えば、毎月2万円ずつ掛金を拠出した場合、税
率20％とすると、年間4万8千円（仮に35歳から
60歳までの25年間掛け続けると総額120万円）
の節税効果があります。

「個人型確定拠出年金」について

（特定社会保険労務士（土浦支部）小林基伸）


